
標準時間 短時間

１子 ０円 ０円

２子 ０円 ０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ０円 ０円

２子 ０円 ０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ０円 ０円

２子 ０円 ０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ６，８００円 ６，６５０円

２子 ０円 ０円

３子以降 ０円 ０円

１子 １４，６００円 １４，３００円

２子 ７，３００円 ７，１５０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ９，０００円 ９，０００円

２子 ０円 ０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ２２，５００円 ２２，１００円

２子 １１，２５０円 １１，０５０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ９，０００円 ９，０００円

２子 ０円 ０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ２２，５００円 ２２，１００円

２子 １１，２５０円 １１，０５０円

３子以降 ０円 ０円

１子 ３３，４００円 ３２，８００円

２子 １６，７００円 １６，４００円

３子以降 ０円 ０円

１子 ４５，８００円 ４５，０００円

２子 ２２，９００円 ２２，５００円

３子以降 ０円 ０円

１子 ５０，９００円 ５０，０００円

２子 ２５，４５０円 ２５，０００円

３子以降 ０円 ０円

１子 ５０，９００円 ５０，０００円

２子 ２５，４５０円 ２５，０００円

３子以降 ０円 ０円

※３歳以上児は幼児教育・保育無償化により０円です。

※年齢については、令和８年４月１日現在の満年齢により決定します。

※階層区分は、４～８月分は令和７年度市町村民税、９～３月分は令和８年度市町村民税により決定します。

※同一世帯から就学前児童が２人以上同時に、下記対象施設を利用している場合、その中で最も年齢の高い児童（１人目）は上記表の

　「１子」の額、次に年齢の高い児童（２人目）は上記表の「２子」の額、その他の児童（３人目以降）は上記表の「３子以降」の額となります。

※階層区分がＤ１－ウ以下で、「生計が同一」の入所児童の兄弟姉妹がいる場合、　上記の対象施設及び年齢に関係なく、多子軽減措置の

対象となります。（年齢制限を撤廃します。）

令和８年度鴨川市利用者負担額（保育料）表

階層区分 利用者負担額

３歳未満児定　　　義
多子軽減措置の
年齢制限撤廃の

有無国階層 市階層 子ども

1 Ａ 生活保護法による被保護世帯等 有

2

Ｂ1
市町村民税非課税世帯
（母子世帯等及び障害児（者）のいる世帯等）

有

Ｂ2
市町村民税非課税世帯
（上記Ａ，Ｂ１世帯を除く）

有

3 Ｃ

ア　市町村民税所得割　４８，６００円未満
　　（母子世帯等及び障害児（者）のいる世帯等）

有

イ　市町村民税所得割　４８，６００円未満
　　（Ｃのアの世帯を除く）

有

ア　市町村民税所得割　５７，７００円未満
　　（母子世帯等及び障害児（者）のいる世帯等）

有

イ　市町村民税所得割　５７，７００円未満
　　（Ｄ１のアの世帯を除く）

有

ウ　市町村民税所得割　５７，７００円以上　７７，１０１円未満
　　（母子世帯等及び障害児（者）のいる世帯等）

有

エ　市町村民税所得割　５７，７００円以上　９７，０００円未満
　　（Ｄ1のウの世帯を除く）

無

5 Ｄ2 市町村民税所得割　９７，０００円以上　１６９，０００円未満 無

6 Ｄ3 市町村民税所得割　１６９，０００円以上　３０１，０００円未満 無

7 Ｄ4 市町村民税所得割　３０１，０００円以上　３９７，０００円未満 無

8 Ｄ5 市町村民税所得割　３９７，０００円以上 無

4 Ｄ1

市町村民税
所得割

４８，６００円以上
９７，０００円未満

【対象施設】　保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育等）、特別支援学校幼稚部、

　　　　　　　　児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援等


